
住民票等交付請求書（郵送） 
 浅口市長 あて                       年     月     日 

 

〔注意事項〕 

１ 本人または住民票上同じ世帯の世帯員以外の方の請求については、委任状が必要です。 

２ 手数料は 1通 3００円です。 
３ 運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードのような本人確認のできる書
類のコピーを添付してください。 

４ 手数料としての「郵便切手」は換金できませんので、必ず定額小為替（無記名）でお願いします。 

５ 住民票コード及びマイナンバー入りの住民票は、本人または住民票上同じ世帯の世帯員の方以外には

交付できません。 

６ 偽りその他不正の手段によって交付を受けると３0万円以下の罰金に処せられます。 

 

〈お問い合わせ先〉 

〒７１９－０２９５ 岡山県浅口市鴨方町六条院中３０５０番地 

浅口市役所 市民課   ☎０８６５－４４－９０４２ 

住民票の写し 
世帯全員のもの １通  ３００円 通 

世帯の一部のもの １通  ３００円 通 

住民票記載事項証明書 
世帯全員のもの １通  ３００円 通 

世帯の一部のもの １通  ３００円 通 

消除された住民票の写し（除票） １通  ３００円 通 

住  所 岡山県浅口市 

世帯主の氏名  

世帯の一部のものが必要 

なときは必要な方の氏名 

 

 

使用目的（提出先等）  

記載事項 

世帯主氏名及び続き柄の記載 必要 ・ 不要 

本籍及び筆頭者の記載 必要 ・ 不要 

その他記載が必要な情報  

請 

求 

者 

郵便番号 〒    － 

住  所  

氏  名                 ㊞ 生年月日    年   月   日 

電話番号 昼間の連絡先     －     －     （自宅・勤務先・携帯電話） 


